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第２３条を第２４条とし、第２２条の次に次の１条を加える。 

（会計年度任用職員の給与） 

第２３条 地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任用職員の

給与については、他の職員の給与との権衡を考慮し、別に条例で定める。 

（飯能市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第８条 飯能市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４６年

条例第２１号）の一部を次のように改正する。 

第３条中「技能労務職員」の次に「（次項の技能労務職員を除く。）」を

加え、同条に次の１項を加える。 

２ 技能労務職員で地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会計年度任

用職員の給与は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務

手当、休日勤務手当及び期末手当とする。 

第６条を削り、第７条を第６条とする。 

（飯能市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第９条 飯能市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４２年条例

第１３号）の一部を次のように改正する。 

第２条第１項中「及び地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）」を「、

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の２第１項に規定する

会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）及び同法」に改め

る。 

第１８条を次のように改める。 

（会計年度任用職員についての適用除外等） 

第１８条 第４条、第５条、第５条の３、第１０条、第１１条及び第１３条

の規定は、会計年度任用職員には適用しない。 

２ 第１２条の規定は、任期が６月未満の会計年度任用職員その他の会計年

度任用職員で市長が定めるものには適用しない。 

第１９条の次に次の１条を加える。 

（委任） 

第２０条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。 

（飯能市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例の廃止） 
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第１０条 飯能市一般職非常勤職員等の任用、勤務条件等に関する条例（平成 

２４年条例第２４号）は、廃止する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 第６条の規定による改正前の飯能市非常勤の特別職職員の報酬及び費用弁

償に関する条例に規定する特別職職員のこの条例の施行の日の前日までの職

務に対する報酬及び費用弁償の支給については、なお従前の例による。 

３ 第１０条の規定による廃止前の飯能市一般職非常勤職員等の任用、勤務条

件等に関する条例に規定する一般職非常勤職員等のこの条例の施行の日の前

日までの職務に対する報酬、賃金及び費用弁償の支給については、なお従前

の例による。 

 

令和元年９月６日提出 

飯能市長  大久保  勝 
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飯能市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表（第８条関係） 

 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第３条 技能労務職員（次項の技能労務職

員を除く。）の給与は、給料、扶養手当、

地域手当、住居手当、通勤手当、特殊勤

務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、

夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及

び勤勉手当とする。 

第３条 技能労務職員の給与は、給料、扶

養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、

特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤

務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期

末手当及び勤勉手当とする。 

２ 技能労務職員で地方公務員法第２２

条の２第１項に規定する会計年度任用

職員の給与は、給料、地域手当、通勤手

当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休

日勤務手当及び期末手当とする。 

 

 （臨時技能労務職員の給与） 

 第６条 臨時の技能労務職員については、

この条例で定める技能労務職員との均

衡を考慮して給与を支給する。 

（委任） （委任） 

第６条 省略 第７条 省略 
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飯能市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例新旧対照表（第９条関係） 

 

改正後 改正前 

（給与の種類） （給与の種類） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するも

の、地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２２条の２第１項に規定す

る会計年度任用職員（以下「会計年度任

用職員」という。）及び同法第２８条の

５第１項に規定する短時間勤務の職を

占める職員（以下「職員」という。）の

給与の種類は、給料及び手当とする。 

第２条 企業職員で常時勤務を要するも

の及び地方公務員法（昭和２５年法律第

２６１号）第２８条の５第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員（以下

「職員」という。）の給与の種類は、給

料及び手当とする。 

２～３ 省略 ２～３ 省略 

（会計年度任用職員についての適用除

外等） 

（臨時又は非常勤の職員の給与） 

第１８条 第４条、第５条、第５条の３、

第１０条、第１１条及び第１３条の規定

は、会計年度任用職員には適用しない。

第１８条 臨時又は非常勤の職員につい

ては、職員の給与との権衡を考慮し、予

算の範囲内で給与を支給する。 

２ 第１２条の規定は、任期が６月未満の

会計年度任用職員その他の会計年度任

用職員で市長が定めるものには適用し

ない。 

 

（委任）  

第２０条 この条例の施行に関し必要な

事項は、市長が定める。 

 

  

 

 






